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「要保護児童対策地域協議会」の実践事例集 

 

 

事例集の作成にあたって 

 

１．事例集作成の目的 

要保護児童対策地域協議会は、関係機関等が連携して、地域での児童虐待対応を行う

ための組織として、平成 16 年の児童福祉法改正により法定化され、現在ほぼ全ての市

町村（特別区を含む。以下同じ。）で設置されている。 

厚生労働省では、平成 19 年に要保護児童対策地域協議会の設置・運営に当たり、必

要となる基本的な知識、方法論などをとりまとめた「スタートアップマニュアル」を作

成し、各自治体へ周知を行った。 

法定化から８年、スタートアップマニュアルの作成から５年が経過したが、その間、

児童相談所や市町村の児童虐待相談対応件数は増え続けており、地域の児童虐待対応の

中核となる要保護児童対策地域協議会に期待される役割はますます大きくなっている。 

一方で、児童虐待による死亡事例の検証報告1）で要保護児童対策地域協議会の機能が

十分に果たせていないとの指摘があったり、市町村職員に対する意識調査2）の回答で要

保護児童対策地域協議会の活用の現状について懐疑的な意見が少なからず見られるな

ど、その改善が求められている。 

これらのことから、本事例集ではスタートアップマニュアルで示した内容に関して、

各市町村が更に効果的に取り組み、要保護児童対策地域協議会の活用促進・機能強化を

図っていけるよう、要保護児童対策地域協議会を積極的に活用している７自治体の実際

の取組事例を紹介するものである。 

本事例集を参考として、各市町村の要保護児童対策地域協議会が抱える課題を点検し、

活用促進・機能強化を図るための取組を推進していただきたい。 

なお、本事例集の作成に当たっては、厚生労働省の「アフターサービス推進室」と雇

用均等・児童家庭局総務課虐待防止対策室が協働して７自治体に対する調査を行った。

ご協力いただいた７自治体の関係者の皆さまに対して深く感謝したい。 

 

２．事例集の構成 

本事例集では、要保護児童対策地域協議会を積極的に活用している自治体（要保護児

童対策地域協議会に登録されている児童数の他、人口規模、行政の対応体制等を考慮し

て７自治体を選定した）を対象として（図表１参照）、調査票による調査とヒアリング

                             
1 ）社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会（2012）．子ども虐

待による死亡事例等の検証結果等について（第８次報告）． 
2 ）総務省（2012）.児童虐待の防止等に関する政策評価. 
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を実施し、他の自治体においても参考となるような取り組み（工夫点や留意点）を抽出

して、紹介した。第Ⅰ部では、「要保護児童対策地域協議会」の機能を十分発揮するた

めの体制のあり方、調整機関の機能強化のための取組及び関係機関の対応力向上を図る

ための取組を中心にまとめた。第Ⅱ部では実務的な視点から要保護児童対策地域協議会

（特に「実務者会議」）の運営方法に関する取組事例をまとめた。 

 

図表１ 調査を実施した自治体の概要 

東京都 神奈川県 大阪府 静岡県 福岡県 長野県 長野県

世田谷区 横須賀市 枚方市 沼津市 糸島市 伊那市 須坂市

837,000 423,000 411,000 206,000 100,000 71,000 53,000

119,000 64,000 71,000 32,000 17,000 13,000 9,000

福祉、保健部門 福祉部門 福祉部門 福祉部門 福祉部門 教育部門 教育部門

児童福祉担当部署
と同一

児童福祉担当部
署と同一

児童福祉担当部署
と同一

児童福祉担当部署
と同一

児童福祉担当部署
と同一

児童福祉担当部署
と同一

児童福祉担当部署
と同一

Ｈ18 ．1 Ｈ17．7 Ｈ17．4 Ｈ18．7 Ｈ16．10 Ｈ18．9 Ｈ18．10

909 88 331 339 63 148 18

0 20 150 186 272 0 2

8 14 11 24 6 0 0

917 122 492 549 341 148 20

人口(人）
（H23 .4時点）

子どもの数（人）
（H23 .4時点）

児童福祉担当
部署

調整機関

要保護児童対
策地域協議会

の設置

要保護児童ケー
ス登録数（H22

年度）

要支援ケース登
録数

（H22年度）

特定妊婦
ケース登録数
（H22年度）

登録ケース数合
計

 

※各自治体の人口、子どもの人数については千人未満を切り捨てたものを記載。 
※横須賀市は市の児童相談所を設置している。 
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第Ⅰ部 要保護児童対策地域協議会の機能強化と活性化のための取組 

 

 スタートアップマニュアルでは、要保護児童対策地域協議会の機能として、以下の点

を挙げている。 

① 民間団体等も参加した幅広い関係機関での情報共有化を図ることができる 

② 調整機関に情報が集約されるため、的確な援助方針の策定や役割分担、援助の進

行管理ができる 

③ 各関係機関がそれぞれの特色を活かしながら要保護児童とその家族を援助でき

る 

 このような機能を十分に発揮できなければ、単なる「関係機関の集まり」となってし

まう。 

 要保護児童対策地域協議会が組織として、その機能を十分発揮するためには、構成メ

ンバーが目的意識や虐待問題への対応に関する基本的な考え方を共有することが重要

であるが、専門分野やサービスの対象とする住民の範囲が異なる様々な機関が参加して

いるという性格上、そこには様々な工夫が必要となる。 

 要保護児童対策地域協議会が組織として十分にその機能を発揮するうえで、運営の要

となる調整機関の果たす役割は大変重要であり、調整機関の「調整力」は要保護児童対

策地域協議会の存在意義を大きく左右する。調整機関の職員には、関係機関の業務に精

通し、関係機関の各担当者と密接な関係を築いていくことが求められると言える。 

 第Ⅰ部では、要保護児童対策地域協議会がその機能を十分に発揮するための組織作り

や、関係機関がそれぞれの特性を活かして積極的に参加するための工夫を紹介する。 

 

 

１．要保護児童対策地域協議会に設置する会議とその運営 

 

（１）要保護児童対策地域協議会に設置する会議  

スタートアップマニュアルで示しているとおり、要保護児童対策地域協議会は

「代表者会議」「実務者会議」「個別ケース検討会議」の３層の会議で構成されるの

が一般的である。それぞれの会議に期待される役割を改めて確認すると、図表２の

とおりである。 
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図表２ 子どもを守る地域ネットワークの運営のイメージ 

 

ただし、この３層の会議による構成は基本形を示したものであり、地域の実情に

応じて、補完的な会議を設置することや、要保護児童対策地域協議会が設置される

前から定着している要保護児童対策の体制を発展させ、独自の構成をすることもあ

り得る。 

大切なことは、要保護児童対策地域協議会の中のそれぞれの会議の役割を明確に

し、有機的に連関させることにより、全体として十分な機能を発揮できる組織にな

っているかということである。 

ここでは、会議の構成について工夫している例を紹介する。 

 

① 要保護児童対策地域協議会を補完する会議の開催（枚方市の場合） 

枚方市では、要保護児童対策地域協議会を構成する３層の会議の他に、「運営

会議」や「援助方針確認会議」を開催している（「運営会議」の詳細については

第Ⅱ部 2(2)①）。 

また、「実務者会議」を「ケース管理のための実務者会議」と「ネットワーク

づくりのための実務者会議」（拡大実務者会議）の２つの構成とし、それぞれの

目的に合わせた機関で構成することにより、各会議の役割を明確化し会議の充実

化を図っている（図表３参照）。 

さらに、「実務者会議」の構成メンバー以外の関係機関の支援力を向上させる

ため、関係機関の実務者を対象とした出前研修等の啓発活動にも力を入れている。 
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図表３ 枚方市における要保護児童対策地域協議会の構成と活動内容 

会議名 内容 構成員 開催頻度

代表者会議 顔合わせ、各機関の紹介 【１７機関】参加者は主に管理職 年２回

実務者会議
ケースの管理（登録ケースのうち、主に新

規ケースを対象）

【６機関】○調整機関、○子育て支援室、○
保健センター、○教育委員会、○府中央子
ども家庭センター（児童相談所）、○保健所

月１回

★運営会議
実務者会議の案件や方向性を決め、ス
ムーズな会議運営を行うために実施

○調整機関、○保健センター、○保健所 隔月

★拡大実務者会議 ネットワークづくり
【１０機関】実務者会議を構成する６機関に
加え、○障害福祉室、○生活福祉室、○市
民病院、○医療機関（精神科）

隔月

★援助方針確認会議 全登録ケースについての定期的な見直し

【実務者会議を構成する６機関】○調整機
関、○子育て支援室、○保健センター、○教
育委員会、○府中央子ども家庭センター（児
童相談所）、○保健所）

年３回

個別ケース検討会議 個別ケースに関する検討 ケースに直接関わる機関の関係者 随時

 

 

② 児童虐待対策以外の施策も含めて対応（人口規模が比較的小さい自治体の工

夫）（須坂市の場合） 

須坂市では、要保護児童、児童虐待、ＤＶ、高齢者虐待、障害者虐待の未然防

止や早期発見・対応等を行うことを目的として、虐待被害者全体を対象とした「須

坂市虐待被害者等支援対策連絡協議会」（要保護児童対策地域協議会に該当）を

設置している（図表４参照）。 

須坂市虐待被害者等支援対策連絡協議会は「代表者会議」、「実務者会議」、「個

別ケース検討会議」の 3 層で構成されているが、「実務者会議」の下に①「児童

虐待実務者会議」、②「ＤＶ実務者会議」、③「高齢者虐待実務者会議」、④「障

害者虐待実務者会議」⑤「複合事案実務者会議」が設置されている。 

人口規模が比較的小さく、調整機関や関係機関の担当者の数が少ない自治体で

は、複数の会議が設置されている場合に構成員が重複してしまうことが多いため、

このような形態を採用することにより参加する担当者の負担を軽減できるとい

うメリットがある。 

また、年齢や対象者を取りまく状況は異なっても「虐待被害者」に対して多面

的・包括的な支援のノウハウを関係機関が共有することにより、関係機関全体の

ケース対応能力が高まっていくことが期待できる。 
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図表４ 須坂市虐待被害者等支援対策連絡協議会の構成 

 

 

 

③ 地区に分けて対応（人口規模が比較的大きい自治体の工夫）（世田谷区の場合） 

世田谷区で設置している「世田谷区要保護児童支援協議会」（要保護児童対策

地域協議会に該当）では、調整機関を本庁におき、3 層構造でいう「代表者会議」

を「全区協議会」として区全体でも実施しているが、行政単位である総合支所単

位（5支所）でも同様の３層構造の会議を実施している（図表５参照）。 

「全区協議会」には各関係機関の代表者レベルが出席し、関係機関の取組の報

告や勉強会を実施することにより、関係機関に児童虐待問題への参画を意識づけ

ている。「全区協議会」の下には「進行管理部会（全体会）」と「テーマ別部会」

を設置している。「進行管理部会」は年３回実施し、主に区と児童相談所との情

報共有や連携を深めるため協議等を行っている。「テーマ別部会」では、要保護

児童支援全区協議会の調整機関でテーマを決め、年２回程度実施している。 

総合支所単位では、「子ども家庭支援センター」（区の各総合支所に位置づけら

れ、虐待対応の窓口も担う）が支所内の関係機関の代表者レベルを集めて「地域

協議会」（地域単位の代表者会議）を実施し、「地域協議会」の下には「進行管理

部会」（実務者会議に該当）と「テーマ別部会（勉強会）」をおいている。「進行

管理部会」ではケースワーカー、保健師等が児童相談所とケースの進行管理を行

い、それを要保護児童対策地域協議会の調整機関の職員がスーパーバイズする。

「テーマ別部会（勉強会）」では、地域ごとに設定した課題についてグループワ

ークを実施することなどにより、関係機関の学習と交流の機会としている。 

これら、全区での実務者会議、地域単位での実務者会議・代表者会議で取り上
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げられた課題等を、全区での代表者会議に報告し、施策の検討等につなげている。 

人口規模が比較的大きく、ケースの数が多い自治体では、このように要保護児

童対策地域協議会の単位を行政単位で開催することで、調整機関の負担を軽減す

るとともに、地域に密着した対応が可能となる。 

 

図表５ 世田谷区要保護児童支援協議会のあり方（イメージ図） 

                                                               

                                                               

 

                     

                     

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世

北
玉

砧

烏

個別ケア会議 
(個別ケース 

レベル) 

要保護児童支援協議会

全区協議会 
会長＝子ども部長 

事務局＝子ども家庭課 

要保護児童支援協議会

地域協議会 
会長＝副支所長 

事務局＝生活支援課 

進行管理部会(全体会) 
（地域協議会の進行管理
部会の全体調整を行う） 

メンバー 
児童相談所・生活支援課 
健康づくり課・子ども部 

 

テーマ別部会 
（テーマごとに開設。おおむね

半年程度の検討により、全

区協議会に報告･提案を行
う） 

メンバー 
全区協議会実務者  

実務担当者会 
実務担当者会 

テーマ別部会(勉強会) 
（地域ごとの課題に応じ、テー

マを設定して実施。学習と

交流を目的に、年１,２回実
施し、地域協議会に報告･

提案を行う） 
メンバー 

地域協議会実務者 

進行管理部会 
（地域ごとに、ケースの
進行管理を行う） 

メンバー 
児童相談所・生活支援課 
健康づくり課・子ども部 

 

 

 

（２）開催時期・参加者に応じた会議内容の工夫 

「代表者会議」の出席者は各機関の管理職である場合が多く、年度の初めに行わ

れる「代表者会議」においては、人事異動等で新たに要保護児童対策地域協議会の

構成員になった出席者も少なくない。 

そのため、年度初めの「代表者会議」においては各機関の参加者の顔合わせを兼

ねて、各機関の役割や活動内容について理解してもらえるような場として活用して

いる状況が見られた。 

「代表者会議」に出席する管理職が直接ケースに関わることは多くないが、「管

理職に関係機関が行う支援内容や現場で生じている課題について知っておいても

らうことにより、現場で活動を行いやすくなる」という点から、実務を行ううえで

各機関の管理職に知っておいてもらいたいこと（関連のある制度の改正内容や、具

体的なケース対応を行う上で必要となる知識等）を会議のテーマに採択することも

効果的である。 
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また、「実務者会議」においても年度初めの会議においては「代表者会議」と同

様の工夫が見られたが、各年度の最後の会議においても、就学等により新年度に所

属機関が変更となる児童（要保護児童対策地域協議会に登録されている児童）に関

する情報交換を行う、という工夫をしている自治体も複数あった。 

「代表者会議」や「実務者会議」の年度計画の作成に当たっては、会議開催時期   

における構成員の状況や、児童の学年歴に応じた状況を踏まえて会議内容を工夫す

ることが、これらの会議を形式的なものに終わらせないためのポイントである。 

  

２．調整機関の機能を向上させるための取組 

前述のように、要保護児童対策地域協議会が組織として十分にその機能を発揮するう

えで、組織の運営の要となる調整機関の果たす役割は重要であり、調整機関の「調整力」

は要保護児童対策地域協議会の存在意義を大きく左右する。 

調整機関の業務として具体的に想定されるものを改めて確認すれば、以下のとおりと

なる（「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」(平成 17 年 2 月 25 日付雇児発第

0225001 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)を参照）。 

 

  ① 要保護児童対策地域協議会に関する事務の総括 

・ 会議の議事運営 

・ 個別ケースの記録管理 など 

  ② 支援の実施状況の進行管理 

・ 関係機関等による支援の実施状況の把握 

・ 虐待ケースについて進行管理台帳を作成し、実務者会議等の場において、

定期的に状況確認、主担当機関の確認、援助方針の見直し等を行う 

  ③ 関係機関との連絡調整 

     個々のケースに関する関係機関等との連絡調整 

 

また、調整機関は市町村の児童福祉担当部門に置かれることが多く、その場合、調整

機関としての役割を果たすと同時に、市町村の虐待対応部門として、個別ケースへの対

応を自ら行うという役割も担っている。ここでは調整機関が市町村の虐待対応部門に置

かれることを前提として、その機能の向上のための事例を紹介する。上記①のうち、会

議の議事運営に係る事例については、実務的視点から、第Ⅱ部で紹介することとし、こ

こでは、②の支援の実施状況の進行管理や③の関係機関との連絡調整についての機能を

向上させるための取組を紹介する。 
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（１）調整機関への専門職等の配置 

調整機関は、ケースの情報を集め、整理したり、ケースの状況に合わせて会議の

開催を検討し調整したり、個別のケースに応じて、どの関係機関に、どのように対

応してもらうかを立案し、実務者会議の場で提案していくなどの役割も担っている。

そのため、調整機関の職員には児童虐待対応に関する総合的な知見や関係機関の特

性を踏まえて個別ケースへ対応する関係機関をコーディネイトする調整力などが

求められる。 

複数の自治体では、母子保健分野で一定程度の経験を積んだ保健師を調整機関に

配置することにより、母子保健分野や医療機関との調整役となり、それら関係部署

との連携がとりやすくなったり、母子保健事業と子育て支援事業とを連動させ効果

的な支援につないだりすることで、虐待の発生予防や早期発見・見守りに効果を上

げている状況が見られた。 

このほか、調整機関に以下のような専門職を配置又は連携させることにより、要

保護児童対策地域協議会全体の機能強化が図られている事例が見られた。 

 

・保育士 

   子どもの発達段階に応じた適切な関わり方や、様々な状況に応じた保護者へ

の具体的な対応方法について熟知しているため、子どもや保護者の心情に配慮

した対応をアドバイスすることができる。子どもと保護者を視野に入れた対応

を行ってきた経験を活かして、個別ケースにおいて子どもと保護者との関わり

を通して家族全体が抱えている問題の把握を行うことが期待できる。 

・心理職（臨床心理士等） 

子どもの発達や心理的な問題についての知識を有するため、虐待ケースの心

理的背景を理解したうえで、子どもや親だけでなく家族全体を視野に入れた対

応を検討し実際に個別ケースに対応する機関に対してアドバイスができる。 

・社会福祉主事（福祉分野でのケースワーカーの経験者） 

社会福祉主事の資格を有し福祉事務所で生活保護のケースワーカーの職務に

従事した経験のある職員は、生活面で困難を抱えている家庭に対する支援や家庭

訪問の経験を持っており、その経験を踏まえて実際に個別ケースに対応する機関

に対してアドバイスができる。 

・指導主事（教員ＯＢ） 

指導主事は学校教育に関して専門的な見地から指導を行うことを職務とし

ており、主に教育部門に配属されている。調整機関が指導主事との連携を強化

することにより、指導主事が有している学校関係者とのつながりを活用し、調

整機関と学校との連携がとりやすくなることが期待できる。 
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（２）調整機関職員の資質向上に向けた工夫 

  専門職も含め、調整機関の職員が適時に児童虐待問題を取り巻く状況を理解し、

実践的な対応力を高めることも必要である。そのための取組としていくつかの事例

を紹介する。 

① 児童相談所職員との合同研修の実施 

児童相談所が行う研修に、調整機関の職員が参加する、児童相談所の児童福

祉司の初任者研修に調整機関の職員が参加する等、児童相談所が主催する研修

に調整機関の職員が参加するという取り組みが世田谷区、横須賀市、沼津市で

行われている状況が見られた。 

② 児童相談所での長期的な実践研修の実施 

世田谷区では、東京都の児童相談所に職員を１年又は２年単位で派遣し、児

童相談所の業務を実践的に研修している。研修を終えた職員は要保護児童支援

全区協議会の調整機関や「子ども家庭支援センター」（区の各総合支所に位置

づけられ、虐待対応の窓口も担う）に配置される。研修で得た人脈を活かして、

区と児童相談所を繋ぐ役割を担うほか、実際のケース対応では、児童相談所の

技術を区の職員に伝えるなど、児童虐待対応のスキルアップに貢献している。 

③ 児童相談所ＯＢの配置による日常的なスーパーバイズ体制の整備 

世田谷区では、平成 17 年度から要保護児童支援全区協議会の調整機関に児

童相談所ＯＢを非常勤として配置し、子ども家庭支援センター（区の各総合支

所に位置づけられ、虐待対応の窓口も担う）が行う関係機関や家庭への初動調

査に同行し、調査を行う際のアドバイスをしたり、支援会議（区のみで定期的

なケース検討を行う会議）において専門的な見地からの助言等を行っている。 

児童相談所ＯＢは、児童相談所と子ども家庭支援センター双方の役割や、双

方が連携するためのポイントを知っている貴重な人材である。 

子ども家庭支援センターの職員が児童相談所ＯＢから日常的な業務を行う

過程でスーパーバイズを受けることができる体制をつくることにより、実践的

に人材育成を行うことができるというメリットがある。 

 

３．情報を管理・共有するための工夫（情報通信技術の活用） 

調整機関の役割として、個別ケースの進行管理は重要である。調整機関には多くの情

報が集約されるため、集約した情報を適正に管理し、関係部署等で共有化を行うため、

個別ケースの電子化を図るなどの取組が不可欠である。 

世田谷区では、要保護児童・要支援児童等の情報を自治体内で共有できる電子ネット

ワークシステムがある。担当者はパソコン端末より日々ケース記録を入力し、入力され

たファイルは、そのまま実務者会議におけるケースの進行管理の資料として活用してい

る。また、このシステムにより調整機関は、各支所でのケースの情報を随時共有するこ
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とが可能となる。 

 

４．関係機関の積極的な関わりを促す工夫 

（１）マニュアルの作成（改訂）を通じた関係機関との関係づくり 

「枚方市児童虐待問題連絡会議」（要保護児童対策地域協議会に該当）は、子ど

もに関わる機関を対象に、虐待に関する認識や関係機関のニーズを調査し、その結

果をもとに「枚方市児童虐待防止マニュアル」を作成してきた（図表６参照）。 

アンケート調査を実施する際には、実務担当者会議の参加機関だけでなく、保育

所の所長会や小・中学校の校長会、医師会などに対し、機関によっては直接訪問し、

調査の趣旨を説明して協力を依頼した。顔を合わせて依頼することで、アンケート

実施の際だけでなく、その後の虐待対応や防止施策実施のための関係づくりのきっ

かけとなる。 

また、アンケート調査は、各関係機関の全職員を対象に実施したことから、各職

員がアンケートの記入をすることで児童虐待について考える機会となる効果も見

られた。 

すでに多くの自治体でマニュアルが作成されているが、関係機関は「どのような

ことを知りたいと思っているのか」、「現場でどのような点で対応に苦慮しているの

か」を把握したうえで、それらの現場のニーズに対して実行可能な対応をマニュア

ルの中で分かりやすく示すことにより、実際の対応で活かされ、関係機関との信頼

関係を築いていくことにつながる。また、アンケート調査の中で、関係機関の特性、

実際に対応する職員の配置状況等の把握を行ったことにより、個別ケースにおいて、

どの関係機関に依頼するか、複数の関係機関をどう組み合わせて効果的支援につな

げるかなど、関係機関の役割分担など要保護児童対策地域協議会での支援方針の立

案にも資することとなる。 
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を
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！

な
か

っ
た
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合
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お
迎
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や
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で
必

ず
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す

る
。

●
気

に
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る
発
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も

ま
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は
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く
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と
。

内
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が
深

刻
な
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合

は
、
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任

や
園

長
に

相
談

し
、

対
応

を
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え
て

い
く
。

●
連

絡
な

く
子

ど
も

が
登

園
し

な
い

場
合

に
は

す
ぐ

に
電

話
を

し
て

、
事

情
を

確
認

す
る
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て
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援
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（２）“調整機関と関係機関との間で双方向の情報の流れ”をつくる取組 

関係機関との情報共有のあり方として、調整機関は情報収集を行うだけでなく、

その情報をもとに調整機関が対応した状況を、情報を提供した機関へ適時・迅速に

フィードバックを行うことが求められる。 

伊那市では、情報提供とフィードバックが必要な関係機関を全てリストアップし、

そのリストに基づいて、個別ケースに対応した時は、その日のうちに連絡を行って

いる。 

調整機関の役割として情報収集は重要なものであるが、ともすれば関係機関から

調整機関への情報の流れが一方向になりがちである。“調整機関と関係機関との間

で双方向の情報の流れ”を作り出していくことが、関係機関との信頼関係を築き、

その後の迅速な情報収集やスムーズな連携・協働を可能とする。 

 

（３）関係機関の対応力を高めるための取組を通じた連携体制づくり 

虐待対応においては、何か起きてから、“お互いに顔を知らない”者同士が連携

をとることは難しく、特に、緊張感が高まるような状況が生じた場合には、関係機

関同士はぎくしゃくした状況に陥るということは現場にいる関係者が実感してい

ることである。そのため、調整機関は、関係機関に対して、調整機関の役割や活動

内容、担当職員の顔を知っておいてもらうための取組が必要であり、その取組とし

て、関係機関に対する虐待対応に関する研修が有用な機会となっている。 

 

① 伊那市の事例（学校や保育所の職員への研修） 

伊那市では、子どもや保護者にとっては日常的に顔を合わせる機会の多い保育

士や学校の教員の方が、市の職員よりも話しやすいと考えられることから、平成

23 年度から市内の保育所の全職員を対象に市で作成した「虐待マニュアル」に基

づき、“虐待対応（虐待を発見した際の各機関内部における対応の流れ、各機関

から調整機関や児童相談所への相談・通告の流れ等）”について研修を行ってい

る。依頼があれば、保育所等へ調整機関の職員が赴いてシミュレーション研修を

実施している（2時間程度）。 

また、小・中学校においては、平成 20 年度予算措置を行い、小・中学校の子

どもと保護者を対象に「ＣＡＰ研修」（子どもたちが人権意識をしっかり持ち、

暴力から自分を守るための知識や技能(スキル)を持つことを目的としたプログ

ラムにそって、ロールプレイ（役割劇）等の参加型の形式で行われる研修）を実

施しているほか、各校の校長や教頭等の管理職を対象として行われる研修のメニ

ューに“虐待対応”を入れてもらい、実際にあったケースを紹介しながら具体的

な対応について理解してもらえるよう、学校関係者に対して虐待対応への理解を

求める啓発活動に力を入れている。  
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② 枚方市の事例（児童委員や学校関係者等への研修） 

枚方市では、平成 20 年度に民生委員・児童委員（約 500 人）を対象として、

担当区全てに直接出向き研修を行った。30～40 人程度の少人数での研修のため、

日頃の工夫を共有化したり、担当者が顔の見える関係になれた効果があった。ま

た、平成 22 年度には４回に分けて研修を行った。 

市内の保育所に直接出向いて研修を実施しているが、時間外保育を担当してい

る保育士も研修の対象とした点が特筆すべき点である。保護者の勤務時間の関係

で時間外保育を利用している家庭も近年増加しており、そのような家庭の場合、

保育所の送迎時に接するのは時間外保育の担当者となる。時間外保育の担当者に

対しても同様の研修を実施することにより、各保育所において子どもに関わる全

ての職員が共通認識を持つことができ、切れ目のない支援を行うことが可能にな

る。 

また、小中学校の教員に対しても、約半数の 34 校に出向いてＤＶＤを用いて

グループワークを行う研修を実施したことにより、児童虐待の実務的な対応に関

する理解を深めるだけでなく、調整機関と小中学校がお互いに顔の見える関係に

なれた、というメリットがあった。 

この研修は、養護教諭や専任教諭（体育、音楽、美術等）も含め全教員を対象

としており、学校内の児童に関わる全ての職員がこの研修を通して虐待対応に関

する認識を共有化することができたことに加え、管理職が教員の想いを聞く機会

にもなった。 

今後、各機関が児童の見守りや支援を行っていくうえで、研修の様々な効果が

活かされていくことが期待されている。 

 

③ 世田谷区の事例（関係機関の職員を集めた事例検討会） 

世田谷区では、地域協議会における実務者会議の「テーマ別部会」の中で事例

検討会を実施している（第Ⅱ部の 2(1)①参照）。 

グループワークでは、異なる機関の参加者が同じグループになるようにするこ

とで、普段はあまり接点のない機関同士の実務者がお互いの顔を知ることができ

るよう配慮されている（グループワークの進め方については、図表７参照）。 

グループワークの実施を通して、“共通の課題に対するそれぞれの機関から見

た問題点の所在や対応の仕方”を具体的に学ぶことができるというメリットがあ

る。  

各機関の参加者がグループワークの中で得た実践的な事例対応のノウハウや、

新たな人（関係機関）とのつながりを各機関に持ち返ることにより、それぞれの

機関の活動にフィードバックされることが期待されている。 

なお、沼津市においても、関係者が共通に関心を持っているテーマについて研
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修会や講演会を開催し、専門的な見地から現場での対応のポイントを学ぶ機会を

つくっている。同時に、そのような機会を、関係機関の実務者が直接顔を合わせ

て情報交換をする場としても活用していた。 

 

図表７ 「事例検討会」の進め方（世田谷区の例） 

＜テーマ＞

『子どもたちを地域でどう支えていくか―多子世帯で問題を抱えている家庭を考える―』

＜事例検討会の目標＞

　「ケースや家族が持つ強みについて、皆でじっくり考えよう」　　　

＜事例検討の進め方＞

（１）各グループに分かれて、１件の事例検討を行う（６０分）事例は各グループ共通。

　　　　　　　　　　　　　★グループ分けを行う際のポイント

　日頃あまり接点のない機関同士、できるだけ異なる機関同士を組み合わせるようにする。

　　　グループ編成の例：保育園園長、中学校校長、小学校校長、主任児童委員、
　　　　　　　　　　　児童養護施設職員、警察署（少年係）、子育て支援施設、幼稚園園長、
　　　　　　　　　　　自治体職員（保健部門、福祉部門、その他）等

（２）役割を決める

　・司会進行は区の職員

　・書記はグループの中から決める

・発表者は主任児童委員を予定

・各グループは一つのチームワークを構成していると想定

（３）事例の検討

  ①各自で事例を読む

  ②事例を読み終わってから、参加者の自己紹介と所属する組織を簡単に説明する

  ③事例に関与できると思われる機関に所属している参加者は、できることを検討する

  ④直接関与できないと思われる参加者も、支援方法を具体的に検討する

  ⑤各グループ内に支援に必要と思われる機関の参加者が不在の場合でも、当該機関ができることを
　　検討する

  ⑥グループ内で「今、私たちにできることは？」を決める

（４）発表

１グループ、５～６分程度で「今、私たちにできることは？」を発表する

（５）講評　

　地域関係者（保育園園長、小学校長、児童養護施設長）、ス―パーバイザー（調整機関の職員）

   　　　　　　　　　　　　　　　　★講評、グループワーク終了時におけるポイント
　　　　共通の事例に対するそれぞれの機関から見た問題の所在や具体的な支援の違いをお互いに知ると
　　　共に、それらを前提とした具体的な連携の方法について共有できるようにする。
　　　　同じグループになったメンバー同士で顔つなぎをし、今後地域の中で情報交換等で協力しあうことを
　　　確認する。
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（４）進行管理会議への教員の参加 

糸島市では、中学校区ごとに各学期に 1回開催する「学校部会」（「実務者会議」

の中の部会の一つ）の進行管理会議において、各学校から教員１名が毎回出席し、

要保護・要支援児童のケースについて報告をすることになっている。参加する教員

は、事前に児童の担任や養護教諭等から情報収集することが必要になる。 

「学校部会」に参加することになった当初は要保護児童対策地域協議会の意義に

対する認識が低く、業務多忙の中、会議に参加することに難色を示す教員もいた。

しかし、教員が継続的に会議に参加することにより、児童の見守りや支援を行う際

のポイントや、様々なケースへの具体的な対応について理解が深まっていくという

変化が生じ、やがて参加教員を通じて学校全体に要保護児童対策地域協議会の活用

方法やメリットが理解されるようになっていった。ケースの見守りを行うプロセス

の中心に学校関係者を位置づけ、協働してケースに関わる取り組みを続けてきたこ

とが、教育機関と調整機関との連携強化につながっている。 

 

５．児童相談所との協働 

児童虐待対応の専門機関は言うまでもなく児童相談所である。個別ケースについて、

児童相談所と情報を共有し、協働して対応していくことは児童虐待対応の基本となる。 

調査した自治体では、「実務者会議」に児童相談所の職員が出席し、ケースへの対応

状況等について情報の交換・共有を行っていたが、それ以外にも児童相談所と調整機関

とが協働するための工夫として以下のような取り組みが行われていた。 

 

（１）児童相談所と共通のアセスメントシートを使用 

枚方市では、調整機関に通告のあったケースのうち虐待が明確なケースについて

は、①通告票、②アセスメントシート、③在宅支援アセスメントシートを用いて、

調整機関、児童相談所、保健センター等が一緒にアセスメントを実施したうえで要

保護児童対策地域協議会にケース登録をしている。アセスメントシートについては、

アセスメントの手続きを児童相談所と同じ視点で行うため共通様式のシートを用

いている。また、３歳未満乳児の場合はより注意喚起を図るためオレンジ色に、３

歳以上の児童の場合は水色に色分けをすることにより、膨大なケース記録の中から

迅速かつ効率的にアセスメントシートを探しやすくするための工夫をしている。 

 

（２）二者会議の開催 

児童相談所の「実務者会議」の参加について、児童相談所の職員は忙しい業務を

やりくりして会議に参加している状況が見られた。 

いくつかの自治体では、児童相談所の職員と直接顔を合わすことができる貴重な

機会ととらえ、「実務者会議」の終了後に児童相談所の職員と調整機関（市町村）
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との二者で会議を行い、（調整機関（市町村）・児童相談所から）送致予定の児童や、

施設を退所する予定の児童に関する連絡・協議等を行う場として活用している様子

が見られた。 

 

 




